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一

判
明
欠
穹
ご
き
修
フ
幇

:
も

第
二
回

理

事

会

第57、 58号)北海道行政書士会報

日

時

昭
和
46
年
5
月
10
日
、
午
前
10
時

と
こ
ろ

札
幌
市
北
1
条
西
6
丁
目

北
海
道
会
館

出
席
者

0
理
事
側

渡
辺
会
長
、
藤
山
、
榎
波
、
星
:
:
･･副
会
長

犬
飼
、
成
沢
、
有
馬
、
成
田
、
後
藤
、
石
川
･･常
任
理
事

平
賀
、
新
藤
、
関
野
、
真
見
!
･理
事

森
口
、
黒
島
、
細
井
!
･理
事
兼
支
部
長

0
支
部
長
側

森
口
、
黒
島
、
細
井
、
今
村
、
荒
(代
西
川
)、中
沢
、
佐

藤
三
、
関
根
、
田
中
、
尾
越
(代
細
木
)

協

議
午
前
10
時
よ
り
理
事
、
支
部
長
合
同
に
て
次
の
議
案
を
審
議

す
。

第
1
号
議
案

日
行
連
第
11
回
定
時
総
会
開
催
地
変
更
に
つ
い
て

の

経
過
報
告
に
つ
い
て

昭和46年 7 月31日

藤
山
、
星
、
両
副
会
長
よ
り
日
行
連
合
長
の
独
断
で
突

如
、
日
行
連
理
事
会
の
護
を
無
視
し
て
北
海
道
の
開
催

を
東
京
に
変
更
す
る
旨
の
書
面
よ
り
端
を
発
し
た
経
緯

を
説
明
、
北
海
道
で
開
催
す
る
こ
と
を
中
止
す
る
こ
と

に
決
定
し
た
こ
と
を
明
か
に
し
た
。

o
協
議
の
中
途
で
日
行
達
よ
り
派
遣
さ
れ
た
種
本
副
会
長
、

鈴
木
常
任
理
事
の
来
場
が
判
明
し
た
の
で
来
場
の
主
旨

を
聞
く
こ
と
に
し
た
。

内
容
は

①

日
行
連
総
会
を
北
海
道
で
開
催
す
る
こ
と
の
懇

請
②

渡
辺
副
会
長
、
藤
山
常
任
理
事
の
辞
表
を
撤
回

篭す
る
こ
と
o

午
前
は
時
勢
ソ
昼
食
休
憩

0
午
後
よ
り
別
室
で
支
部
長
会
、
理
事
会
別
々
に
開
催

◎

午
後
1
時
理
事
会

日
行
達
北
海
道
総
会
中
止
の
理
由

1

期
待
す
る
総
会
は
行
な
わ
れ
な
い
。

2

準
備
を
中
止
し
た
も
の
を
再
開
す
る
と
す
れ
ば
短
期

で
は
む
づ
か
し
い
。

3

支
部
長
会
議
の
結
果
と
合
せ
て
開
催
す
る
か
否
か
を

決
定
す
る
。

第
3
号
議
案

日
行
達
代
議
員
選
任
に
つ
い
て

本
会
の
人
員
は
9
名

･

東
京
で
開
催
の
場
合
は
5
名
、
本
道
で
開
催
の
場
合
は
9

名
、
全
員
出
席
、
氏
名
は
会
長
、
副
会
長
で
選
任
す
る
こ

、と
o

第
4
号
議
案

会
費
未
納
会
員
に
対
す
る
内
容
証
明
の
変
更
に
つ
い
て

!
!
!了
承

第
5
号
議
案

斡
旋
物
資

(農
地
関
係
用
紙
)
に
つ
い
て
!
!
:
:
:
了
承

第
6
号
議
案

交
通
部
会
設
置
に
つ
い
て

経
過
報
告

第
7
号
議
案

行
政
書
士
法
改
正
案
経
過
に
つ
い
て

第
8
号
議
案

経
理
部
長
欠
員
の
間
、
総
務
部
長
兼
任
に
つ
蠣
て
!
了
承

第
二
回

支

部

長

会

日

時

昭
和
46
年
5
月
10
日
午
後
1
時

と
こ
ろ

札
幌
市
北
1
条
西
6
丁
目

北
海
道
会
館

出
席
者

黒
島
、
森
□
、
細
井
、
今
村
、
荒
(代
聽
刈
)、尾
越

(代
細
で
し

議

案

日
行
連
第
u
回
定
時
総
会
開
催
地
に
つ
い
て

支
部
長
会
で
は
北
海
道
で
開
催
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
が

理
事
会
の
決
定
に
従
う
こ
と
。

0
星
副
会
長
来
席
し
て
理
事
会
の
経
過
を
説
明
。

◎
更
に
理
事
会
、
支
部
長
会
合
同
会
議
を
開
催
し
て
日
行
達

総
会
を
本
道
で
開
催
す
る
こ
と
の
可
否
に
つ
い
て
協
議

可
と
す
る
も
の
!
!
3

否
と
す
る
も
の
･i
･!
u
、
に
よ
っ
て

本
道
で
開
催
は
中
止
す
る
こ
と
に
決
定
U

以
上

緊
急
部
長
会
議

日

時

昭
和
蜷
年
4
月
灼
日
(月
)午
後
2
時
30
分

と
こ
ろ

札
幌
市
南
1
条
西
5
丁
目

愛
生
館
ピ
ル
4
F

出
席
者

渡
辺
会
長
、
藤
山
、
星
:
:
:
副
会
長

犬
飼
総
務
部
長

議

題

日
行
達
第
11
回
定
時
総
会
開
催
地
の
変
更
に
つ
い
て

2

0
日
行
連
会
長
よ
り
第
虹
回
定
時
総
会
開
催
地
を
北
海
道
に

一

予
定
し
た
が
都
合
に
よ
り
東
京
都
に
変
更
す
る
旨
の
往
復

ハ
ガ
キ
に
つ
い
て
審
議

0
審
議
状
況

1

日
行
達
会
長
に
電
話
で
聞
き
た
だ
し
た
と
こ
ろ
北
海

道
で
開
催
し
な
い
旨
の
回
答

2

就
い
て
は
開
催
予
定
地

(洞
爺
)
に
於
い
て
何
等
か

の
案
を
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
。

3

日
行
連
会
長
に
陳
謝
と
代
償
を
と
る
必
要
が
あ
る
。

4

5
月
ゆ
日
午
前
10
時
よ
り
理
事
、
支
部
長
会
議
を
開

催
し
て
左
の
議
案
に
就
い
て
審
議
す
る
こ
と
。

①

日
行
連
総
会
開
催
地
の
変
更
に
つ
い
て

②

幹
部
研
修
会
の
開
催

イ

改
正
法
に
つ
い
て

ロ

北
海
道
行
政
書
士
会
会
則

ハ

運
営
上
の
諸
問
題

③

交
通
専
門
部
会
の
運
営
の
経
過

日
行
連
総
会
中
止
に

対
す
る
対
策
緊
急
会
議

昭和46年 7 月31日

日

時

昭
和
46
年
4
月
24
日
、
午
前
10
時

と
こ
ろ

札
幌
市
大
通
西
粉
丁
目

第
一
ホ
テ
ル

出
席
者

渡
辺
会
長
、
藤
山
、
星
:
:
!
副
会
長

石
川
、
長
谷
川
:
:
:常
任
理
事

協
-
議

1

日
行
連
理
事
全
員
に
対
し
、
北
海
道
会
に
於
い
て
日
本

行
政
書
士
会
連
合
会
第
=
回
定
時
総
会
開
催
中
止
に
就
い

て
経
緯
を
説
明
し
た
文
章
を
出
す
こ
と
。

文
案
の
内
容
は

①
本
会
に
対
し
て
何
等
打
合
せ
が
な
い
こ
と
。

②
変
更
の
理
由
、
法
改
正
に
伴
う
来
賓
招
待
の
た
め

③

道
内
(道
庁
、
開
催
地
の
理
事
者
、
町
役
場
、
宿
泊

ホ
テ
ル
、
観
光
案
内
所
、
支
部
関
係
)

道
外

(単
位
会
、
観
光
申
込
者
)
と
の
関
係

◎
交
通
専
門
部
会

運
営
委
員
会

第57、 58号

第
一
回

議

事

録

日

時

昭
和
捲
年
3
月
8
日
午
前
10
時

と
こ
ろ

札
幌
市
南
1
条
西
5
丁
目

愛
生
館
ピ
ル

出
席
者

斉
藤
工
、
沢
田
永
茂
、
佐
藤
宏
、
三
浦
喜
旋

議

題

交
通
専
門
部
会
運
営
委
員
の
照
介

左
記
の
7
名
に
委
嘱
し
た
こ
と
を
報
告

黒
島
宇
吉
郎
、
斉
藤
工
、
沢
田
永
茂
、
佐
藤
宏
、
木
川
政
蔵

三
浦
喜
雄
、

本
村
孝
幸

以
上

北海道行政書士会報

委
員
長
、
副
委
員
長
を
互
選
左
記
の
通
り
決
定

委
員
長
!
!
黒
島
宇
吉
郎

副
委
員
長
;
:
:佐
藤

宏

以
上

第
二
回

議
さ
事

録

日

時

昭
和
46
年
4
月
12
日
、
午
前
10
時

と
こ
ろ

札
幌
市
南
1
条
西
5
丁
目
、
愛
生
館
ピ
ル

出
席
者

藤
山
副
会
長
、
黒
島
、
佐
藤
、
三
浦
、
木
川
、
斉
藤

沢
田

議

事
挨
拶
:
:
:
黒
島
委
員
長

協
議
事
項

0
行
政
書
士
会
の
中
に
交
通
部
会
運
営
委
員
会
を
設
置
し
て

交
通
事
故
取
扱
に
関
す
る
加
害
者
(車
)
被
害
者
(車
)に

対
す
る
処
理
を
正
確
に
迅
速
、
公
平
に
な
す
べ
く
取
扱
の

た
め
、
研
究
す
る
部
門
で
あ
る
こ
と
の
趣
旨
の
文
章
を
在

札
保
険
会
社
、
共
済
農
業
協
連
合
会
、
査
定
事
務
所
、
医

師
会
、
道
管

(交
通
指
導
課
長
)
本
部
、

交
通
安
全
運
動
推
進
委
員
会
、
日
本
損
害
協
会
等
に
発
送

す
る
こ
と
。

o
全
道
講
習
会
に
は
初
級
及
び
中
級
程
度
に
す
る
こ
と
。

o
正
式
事
務
所
名
を
行
政
書
士
交
通
事
故
取
扱
事
務
所
と
統

一
す
る
こ
と
o

o
次
回
は
報
酬
規
定
案
を
作
制
す
る
。

以
上

第
三
回

議

事

録

日

時

昭
和
46
年
4
月
“
日
(祭
日
)午
後
1
時

と
こ
ろ

札
幌
市
北
4
条
西
6
丁
目

自
治
会
館

出
席
者

渡
辺
会
長
、
藤
山
副
会
長

黒
島
、
佐
藤
、
本
村
、
三
浦
、
沢
田
、
木
川
、
斉
藤

議

題
各
自
の
業
務
資
料
を
持
参
し
て
説
明

本
村
、
黒
島
、
佐
藤
は
各
々
自
分
の
取
扱
い
書
式
を
説

明
し
、
本
委
員
会
で
統
一
し
た
も
の
を
作
る
こ
と
に
意
見

一致
し
た
。

2

交
通
事
故
取
扱
業
務
報
酬
額
を
左
記
の
通
り
協
議
し
た
。

o
交
通
事
故
取
扱
業
務
報
酬
額

種
別

仮
渡
金
請
求

一
件

内
払
金
請
求

〃

本

請

求

〃

後
遺
障
害
請
求

"

事
実
関
係
調
査
立
会
日
当

(
一
日
)

(半
日
)

三
、
0
0
0
円
以
内

五
、
0
0
0
円
以
内

一0
、
0
0
0
円
以
内

一0
、
0
0
0
円
以
内

四
、
五
〇
〇
円
以
内

二
、
五
〇
〇
円
以
内

実

費

旅
費
及
び
宿
泊
料

実

費

1

死
亡
事
故
の
請
求
は
本
請
求
の
十
割
以
内
加
算
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

2

特
に
複
雑
困
難
な
損
害
算
出
等
に
よ
る
も
の
に
つ
い

て
は
依
頼
者
と
協
議
の
上
定
め
る
。

3

以
上
業
務
に
関
連
す
る
書
類
の
作
成
、
代
理
等
は
北

海
道
規
則
第
七
十
九
号
に
よ
る
報
酬
と
す
る
。

第
四
回

議

事

録

日

時

昭
和
46
年
5
月
29
日
、
午
後
l
時

と
こ
ろ

札
幌
市
南
1
条
西
5
丁
目

愛
生
館
ピ
ル

出
席
者

藤
山
副
会
長
、
星
副
会
長

黒
島
委
員
長
、
三
浦
、
木
川
、
斉
藤

木
村
、
佐
藤
副
委
員
長
、
沢
田

犬
飼
総
務
部
長

議

題
の
交
通
事
故
処
理
に
関
す
る
書
類
に
つ
い
て

左
記
の
通
り
作
成

ィ

交
通
事
故
処
理
票

ロ

事
故
経
過
状
況
調
書

ハ

依
頼
書

(以
上
様
式
別
記
)

第
二
回

常
任
理
事
会

日

時

昭
和
46
年
6
月
7
日
、
午
前
10
時

と
こ
ろ

札
幌
市
南
1
条
西
5
丁
目
、
愛
生
館
ピ
ル

出
席
者

渡
辺
会
長
、
藤
山
、
星
:
:
:
副
会
長
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昭和 年 月 日受付

.
受託番号 号 鰡

I"-- '- - i -
保険会社名

(第57、 58号 )

票理処故事

北海道行政書士会報

通交

殿

僻嚇証明書番号 第 号

被害者

住 所 連絡先 樅露話

鰺 鰄 銹 名
及
令

氏
鰐 才

朗
男

女内 払 金 ②

働 鰄 … 酩
内 払 金 ③

励 鰄
職 業

自鱗

種 別 府県別

本 請 求

鰺 肋 ･

住 所 連絡先 電言語号
は
号輻 .･

氏 名
車台番号

嘉

住 所 達能洗 電漬話
保 険 期 間 目昭和 年 月 日 間

至昭和 年 月 日午前12時剱
印

院
間

通
期

概
数 盪診実 嗽 数口

]

纜
費 “名

【
名
及
令

氏
皹 才

男

女一日

鮴
分時前

後午R
]

目
"

年駒
･

日
日讓 者

の
係

鮪
と
関期囃

所
名

住
氏灘者求請

図取見 糊状

熱
川

償
問

補
期

業
償

休
補 騨誉 棚

費 籟 ト
他ッ其

日
日

月
明

年
尋

備
考

雑費

診 療 費 関 係

他支払関係の

葉
償

そ

休
補

償
問
日
日

月
明

補
期

年
尋

払
日

昭和46年 7 月31日

　

　

　

　

養

鰭"豚

肉
門

内
自

由門

　
　
　
　
　
　
　

　

昭和46年 7 月31日

事故経過状況調書

講師要 請求年月日 金 額 受 領 印

北海道行政書士会報

　　

　　
こ
の
研
修
会
は
、
本
年
度
の
事
業
計
画
に
基
づ
き
行
政

書
士
専
門
的
分
野
確
立
の
た
め
、
現
在
、
社
会
に
激
増
の

一
途
を
た
ど
る
、
交
通
事
故
問
題
に
つ
い
て
、
交
通
事
故

取
扱
員
と
し
て
、
高
度
の
専
門
知
識
を
修
得
し
、
業
務
の

向
上
を
図
り
社
会
に
寄
与
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

(第
2
日
)

幹
部
研
修
会

1

行
政
書
士
法

2

北
海
道
行
政
書
士
会
の
会
則

3

組
織
と
運
営

趣

旨最
近
の
社
会
の
動
向
に
伴
い
、
国
民
の
経
済
活
動
の
上

に
必
要
な
諸
手
続
は
、
特
に
複
雑
化
し
、
高
度
な
知
識
を

要
求
さ
れ
こ
れ
ら
業
務
を
取
扱
う
行
政
書
士
の
資
質
向
上

が
期
待
さ
れ
て
今
般
の
法
政
正
に
よ
っ
て
法
人
格
が
附
与

さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
幹
部
研
修
会
は
、

行
政
書
士
業
務
の
社
会
的
責
任
の
重
要
度
を
再
認
識
し
て
、

社
会
の
需
要
に
即
応
す
る
業
務
の
改
善
進
歩
を
図
り
、
会

員
指
導
に
当
る
た
め
、
法
令
、
会
則
は
勿
論
、
会
の
組
織

や
運
営
上
の
諸
問
題
に
つ
い
て
研
究
討
議
を
な
し
、
法
改

正
を
契
機
と
し
て
、
強
化
な
推
進
を
団
ら
ん
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

※
内
容
に
つ
い
て
は
北
海
道
行
政
書
士
研
修
会
資
料
を
参
照
、

第57、 58号)

釧
路
支
部
定
時
総
会

と

き

昭
和
蜷
年
5
月
翔
日
、
午
後
1
時
30
分

と
こ
ろ

釧
路
市
満
見
町
2
丁
目
三
吉
会
館

順

序
　

　
　　
　
　

2

支
部
長
あ
い
さ
つ
、
代
理
大
沢
氏

3

本
会
会
長
祝
辞
,:代
理

星
副
会
長

4

新
会
員
紹
介

　

　　
　
　
　
　
　　
　

6

議
長
選
任

･

7

議

事

報

告
1

昭
和
45
年
度
会
務
並
び
に
事
業
経
過
報
告

2

同

収
支
決
算
報
告
並
び
に
監
査
報
告

8
議

案
1

昭
和
46
年
度
事
業
計
画
案

2

同

収
支
予
算
案

3

本
会
代
議
員
選
任

細
木
貞
次
、
前
田
紀
久
男
選
任
さ
る

9
来
賓
祝
辞

釧
路
支
庁
長
、
釧
路
市
長

釧
路
管
内
町
村
会
長

幻
閉
会
宣
言

動
議
提
出

執
行
部
よ
り
動
議
提
出
、
支
部
長
よ
り
辞
任
届
が
提
出

さ
れ
て
い
る
の
で
そ
の
後
任
に
森
谷
嘉
一
郎
氏
を
選
任

し
た
。

旭
川
支
部
定
時
総
会

と
こ
ろ

昭
和
46
年
6
月
21
日
午
後
1
時

日

時

旭
川
市
常
盤
町

旭
川
労
働
会
館

会
議
次
第

l

開
会
の
辞
,.･西
川
正
信

2

支
部
長
挨
拶
.:荒
支
部
長

挨

3

来
賓
の
祝
辞
:
.北
海
道
行
政
書
士
会
長

4

議
長
(副
議
長
)
の
選
任
!
･伊
林
氏
議
長
と
な
る

5

議
事
録
署
名
員
指
名

6

物
故
者
の
冥
福
を
祈
る
黙
祷

7

報

告

齢
昭
和
45
年
度
事
業
報
告

回
昭
和
45
年
度
収
支
決
算
報
告

監
査
報
告

8

議

事

齢
昭
和
46
年
度
事
業
計
画
案

)

収
支
予
算
案

　

　
弔
慰
規
定
を
作
っ
て
次
期
総
会
に
計
っ
て
明
確
に
す
る

必
要
が
あ
る
o

9

閉
会
の
辞
.!
:
西
川
正
信
氏

そ
の
後
、
藤
山
社
労
士
会
長
よ
り
、
北
海
道
社
会
保
険
労

務
士
会
、
外
2
団
体
に
よ
り
新
団
体
発
足
に
致
っ
た
経
過

と
今
後
の
勤
行
等
説
明
が
あ
っ
た
。

十
勝
支
部
定
時
総
会

日

時

昭
和
46
年
4
月
10
日
、
午
後
1
時

と
こ
ろ

帯
広
市
西
5
条
南
8
丁
目

労
働
会
館

2
F

出
席
者

約
器
名

来
賓
者

北
海
道
行
政
書
士

渡
辺

腹
吉

副
会
長

榎
波
弥
一郎

議

案

第
1
号
、
昭
和
45
年
度
事
業
経
過
報
告

第
2
号
、

〃

決
算
承
認
の
件

第
3
号
、
昭
和
46
年
度
事
業
計
画
案

第
4
号
、

〃

予
算
案

第
5
号
、
会
則

(旅
費
、
弔
隣
規
定
変
更
)
一部
変

更
に
つ
い
て

第
6
号
、
役
員
改
選
に
つ
い
て

- 5 -

支
部
長

田

中

喜

吉

副
支
部
長

久

我

豊

治

〃

天

野

晴

清

〃

柴

山

信
一郎

理

事

国

本

虎

秋

〃

福

原

英

雄

斡

‐
村

瀬

茂

〃

田

中

誉

興

〃

米

倉

博

“

山

根

札
一郎

長
谷
川
、
犬
飼
、
成
田
、
木
川
、
成
沢
、
三
浦
、
佐

藤

議

題

6
月
9
日
、
10
日
の
北
海
道
行
政
書
士
研
修
会
の
運

営
方
法
に
就
い
て
、

受
付
、
会
場
設
営
、
記
録
、
部
室
わ
り
等
を
協
議
し

た
。

と

き

昭
和
46
年
6
月
9
日
、
m
日
、

と
こ
ろ

蛇
田
部
洞
爺
湖
温
泉
町
、
温
泉
ホ
テ
ル
会
議
室

研
修
会
プ
ロ
グ
ラ
ム

(第
1
日
)

交
通
専
門
部
会
の
研
修

1

交
通
専
門
部
会
に
つ
い
て

2

交
通
事
故
取
扱
制
度

3

交
通
事
故
処
理
業
務
の
実
際

4

交
通
門
題
全
般
の
質
疑
、
解
答

動
損

支
た

自
た

の
い

和

て
け
く
額

昭
い
受
づ
償

に
於

の
と
賠

書

殿
に

塾
。

　　
　　

害に関し自動車損害賠償保障にもとづく

火災保険㈱に対する損害賠償額の支
払請求手続きに関する一切の権限を依頼いた

　　

　
　
　

に
損
権

一日

所
者
名

月

頼
住
依
氏

頼

　
　
　

　
　
　

　
月
よこ

年　は

北
海
道
行
政
書
士
研
修
会



三
川
屋
会
館

と
こ
ろ

札
幌
市
南
3
条
西
5
丁
目

順

序
1

支
部
長
挨
拶

2

諸
事

鰡麒
朧
鍬
〉承認の件

昭
和
46
年
度
事
業
計
画
案

昭
和
46
年
度
収
支
予
算
案
審
議

以
上

　
　

31日
“

ワ‘　　　　和昭

三

浦

純

ナ

事

豊

田

春

男

鈴

木

一

雄

監

空
知
支
部
定
時
総
会

北海道行政書士会報

日

時

昭
和
46
年
4
月
18
日
、
午
前
10
時

と
こ
ろ

岩
見
沢
市

白
樺
食
堂
、
3
F

出
席
者

約
知
名

来

賓

北
海
道
行
政
書
士
会
長
、
渡
辺
腹
古

順

序
1

支
部
長
挨
拶

2

来
賓
祝
辞
.･渡
辺
会
長

3

議
長
選
出
･!
松
田
五
郎
氏
議
長
と
な
る

記
録
員
、
署
名
員
を
議
長
よ
り
指
名

4

報

告

齢
昭
和
45
年
度
業
務
報
告

回
昭
和
45
年
度
収
支
決
惹昂
報
告

一
括
し
て
原
案
通
り
承
認

5

議

事

の
昭
和
46
年
度
業
務
計
画
案
:
後
藤
勲
氏

回
昭
和
46
年
度
収
支
予
算
案
,:今
村
支
部
長

一括
上
程
原
案
通
り
可
決

6

協
議
事
項

納
未
納
会
費
納
入
方
依
頼
に
つ
い
て

回
未
入
会
登
録
者
の
入
会
勧
奨
方
に
つ
い
て

内
非
行
政
書
士
の
対
策
に
つ
い
て

以
上
3
項
に
就
ハ
て
説
明
あ
り
実
行
す
る
こ
と
に
決
定

7

北
海
道
行
政
書
士
会
代
議
員
選
出
の
件

尾
関
時
男
、
得
能
幸
雄
、
柴
田
克
之
、

8

閉

会

(第57、 58号)

札
幌
支
部
定
時
総
会

日

時

昭
和
46
年
5
月
29
日
、
午
後
1
時

ぬき　

㈱
新
法
施
行
ま
で
の
行
事
計
溢鼎
族“決
定

(総
務
部
)
;
,.運
営
細
別
規
定

(経
理
部
)
!
..目
標
の
決
定

以
上

北
海
道
告
示
第
二
一
四
〇
号

行
政
書
士
法
第
M
条
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
46
年
行
政
書
士
試

験
を
次
の
乏
お
り
実
施
す
る
。

昭
和
46
年
7
月
"
日

昭和46年 7 月3 1日

北
海
道
知
事
、
堂
垣
内
尚
弘

一、
試
験
場
所

札
幌
試
験
場
、
札
幌
市
北
3
条
西
6
丁
目

北
海
道
庁

北海道行政書士会報第57、 58号 )

旭
川
試
験
場
、
旭
川
市
6
条
通
め
丁
目

上
川
支
庁

釧
路
試
験
場
、
釧
路
市
満
見
町
2
丁
目

釧
路
支
庁

一一、
試
験
期
日

昭
和
46
年
10
月
1
日

(金
曜
日
)

三
、
試
験
科
目

次
の
各
科
目
に
つ
い
て
筆
記
試
験
を
行
な
う
。

の
法
令
試
験

憲
法
、
行
政
法
、
民
法

(親
族
相
続
に
係
る
部
分
を

除
く
。)法
学
概
論
、
行
政
書
士
関
係
法
令
等
に
つ
い
て

択
一
に
よ
り
行
な
う
。

②
一般
常
識

行
政
書
士
と
し
て
必
要
な
一般
知
識
に
つ
い
択
一

式
に
よ
り
行
な
う

㈱
作

文

四
、
受
験
資
格

の
次
の
ア
又
は
イ
の
い
づ
れ
か
に
該
当
す
る
者
、

ァ

学
拵解
鑿
目
法

(昭
和
22
年
法
律
第
26
号
)
に
よ

日
行
連
定
時
総
会

.

一･
日

時

昭
和
鰤
数

抗

日
･

午
後
1
時

一
、
場

所

東
京
都
文
京
区
根
津
二
丁
目

弥
生
会
館

2
F

r、
本
道
か
ら
の
出
席
者

渡
辺
会
長
、
藤
山
、
星
、
細
木
、
黒
島
、
石
川
:
:
.以

上
5
人
代
議
員

一
、
議

事

第
1
号
議
案
、
昭
和
45
年
度
事
業
報
告
承
認
の
件

第
2
号
議
案
、
昭
和
45
年
度
収
支
決
算
報
告
承
認
の
件

第
3
号
議
案
、
昭
和
46
年
度
事
業
計
画
審
議
の
件

第
4
号
議
案
、
昭
和
46
年
度
収
支
予
算
案
審
議
の
件

審
議
漆
趨中
に
於
い
て
現
執
行
部
役
員
全
員
の
辞
職
届
が
提
出

さ
れ
た
の
で
各
議
案
共
附
帯
決
議
を
付
し
、
新
役
員
に
於
い

て
再
審
議
の
上
、
新
執
行
部
役
員
に
委
任
す
る
こ
と
に
し
て

承
認第

5
号
議
案
、
現
役
員
総
辞
職
に
伴
い
、
役
員
全
員
の
選

任
の
件

選
考
委
員
に
よ
り
左
記
の
新
役
員
を
選
任

新

役

員

会

長

鈴

木

金

蔵

(栃
木
県
会
長
)

副
会
長
,

種

本

次

左

金
へ庫
県
)

〃

大

津

正

明
(東
京
都
副
会
長
)

る
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
、
そ
の
他
同
法
第

絆
条
第
1
項

(大
学
入
資
格
)
E
規
定
す
る
者

ィ

国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
公
務
員
ふ
し
て
行
政

事
務
を
担
当
し
た
期
間
が
こ
れ
を
通
算
し
て
3

年
以
上
に
な
る
者
、

②
次
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
の
い
づ
れ
か
に
該
当
す
る
者
で

あ
ら
か
じ
め
知
事
の
受
験
資
格
の
認
定
を
受
け
た

　
　

ア

行
政
書
士
の
補
助
者
と
し
て
、
そ
の
職
に
通
算

し
て
3
年
以
上
従
事
し
た
者

ィ

公
団
、
各
種
協
同
組
合
等
の
職
員
と
し
て
、
行

政
事
務
に
準
ず
る
職
に
通
算
し
て
3
年
以
上
従

事
し
た
者
リ

ウ

ァ
又
は
ィ
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及

び
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
た
者
9

五
、
受
験
願
書
の
受
付
期
間

昭
和
46
年
8
月
20
日
か
ら
昭
和
46
年
9
月
18
日
ま
で

(平
日
は
午
後
5
時
、
土
曜
日
は
午
後
0
時
30
分
ま
で
)

な
お
郵
送
の
場
合
は
、
受
付
期
間
中
の
消
印
あ
る
も
の
に

限
り
受
け
付
け
る
。

六
、
受
験
願
書
及
び
受
験
資
格
認
定
申
請
書
の
提
出
先

○
受
験
願
書

札
幌
市
北
3
条
西
6
丁
目

北
海
道
総
務
部
地
方
課

②
受
験
資
格
認
定
中
豊翌
日

も
よ
り
の
支
庁
地
方
部
総
務
課
。

七
、
受
験
願
書
提
出
手
続

受
験
し
よ
う
と
す
る
者
は
き
行
政
書
士
試
験
願
書
に
所

定
の
事
項
を
記
入
し
、
次
の
書
類
お
よ
び
受
験
手
数
料
を

添
え
て
知
事
に
提
出
し
、
受
験
票
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
。

な
お
お
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
は
封
筒
の
表
に

｢行

政
書
士
試
験
受
験
願
書
在
中
｣
と
朱
書
し
、
あ
て
先
を
明

記
し
て
15
円
切
手
を
ば
つ
た
返
信
用
封
筒
を
同
封
す
る
こ

1と
o

の
住
所
地
の
市
町
村
長
が
発
行
す
る
住
民
票
の
写
し

藤

山

利

夫

(北
海
道
副
会
長
)

(以
下
役
員
省
略
)

日
行
連
事
務
の
引
継
会

日

時

昭
和
46
年
6
月
25
日
、
正
午

場

所

東
京
都
日
行
連
事
務
局

出
席
者

(新
役
員
)

鈴
木
会
長

藤
山
、
種
本
、
大
津
、
副
会
長

(以
下
省
略
)

　
　
　　
　　　

大
倉
前
常
任
理
事

事
務
の
引
継
を
完
了

第
一
回

理

事

会

日

時

昭
和
46
年
6
月
28
日
、
午
後
1
時

場

所

東
京
都
、
中
小
企
業
会
館

8
F

議

題

常
任
理
事
と
事
務
分
承

各
部
を
総
括
担
当
す
る
副
会
長

総
務
部

種

本

次

左
(神
戸
)

企
画
部

藤

山

利

夫

(北
海
道
)

経
理
部

大

津

正

明
(東

京
)

法
改
正
に
伴
う
所
要
規
定
整
備
の
た
め
、
次
の
特
別
委
員
会

を
設
置

会
則
改
正
特
別
委
員
会
!
構
成
員
7
名

報
酬
基
準
額
策
定
特
別
委
員
会
:
構
成
員
7
名

ー 6 -

第
一
回

部

長

会

議

日

時

昭
和
46
年
7
月
13
日
ー
15
日

場

所

日
行
連
事
務
局
並
び
に
風
明
解

議

題(企
画
部
)
.:=
46
年
度
事
業
の
推
進
目
標

　　

　
　

　　　
　
　
　　

　
　

　

　

㈱
受
験
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

(卒
業
証
明

書
、
受
験
資
格
認
定
証
、
官
公
署
の
長
、
学
校
長
等
の
在

職
証
明
書
)

③
受
験
手
数
料
一、
0
0
0
円
(北
海
道
収
入
証
紙
を
受
験

願
書
の
所
定
欄
に
は
り
つ
け
、
受
験
者
の
印
章
又
は
署
名

で
、
受
験
願
書
の
用
紙
と
証
紙
の
彩
紋
に
か
け
て
消
印
す

る
こ
と
)

八
、
受
験
資
格
認
定
手
続

前
記
4
の
受
験
資
格
切
に
該
当
す
る
者
で
知
事
の
認
定

を
受
け
ょ
う
と
す
る
も
の
は
別
記
様
式
に
よ
る
受
験
資
格

認
定
申
請
書
に
次
の
書
頭
を
添
え
て
知
事

(も
よ
り
の
支

庁
総
務
課
)
に
提
出
す
る
こ
と
。

=
履
歴
書

②
学
業
証
明
書

(最
終
学
校
の
卒
業
又
は
修
了
証
明
書
)

圏
前
記
4
の
受
験
資
格
②
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を

証
明
す
る
書
類

九
、
合
格
者
発
表

10
月
下
旬
の
予
定

十
、
そ
の
他

○
受
験
資
格
の
認
定
は
受
験
願
書
提
出
前
に
行
な
う
必
要

が
あ
る
の
で
、
す
み
や
か
に
申
請
書
を
提
出
し
、
受
験

資
格
認
定
証
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
。

②
受
験
願
書
及
び
受
験
案
内
は
、
北
海
道
総
務
部
地
方
課

又
は
も
よ
り
の
支
庁
地
方
部
総
務
課
で
交
付
す
る
。

な
お
、
郵
便
に
よ
る
請
求
の
場
合
は
、
あ
て
先
を
明
記

し
、

15
円
切
手
を
は
っ
た
返
信
用
封
筒
を
必
ず
同
封
の

こ
,と
o

③
受
験
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
北
海
道
総
務
部
地
方
課

(札
幌
市
北
3
条
西
6
T
目
電
話
231
1
m
番
、
内
線
鰡

番
、
又
は
獺
番
)
又
は
も
よ
り
の
支
庁
地
方
部
総
務
課

地
方
係
に
行
な
う
こ
と
o

7
‘

昭
和
46
年
行
政
書
士
試
験

日

行

連

関

係



籍

所
り
所

　　

本

住
(
氏

年

係書類を添えて申請

受験資格認定申請書

日

者

該

条

請

号

第

す

殿

申

3

則

まl
)
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亢両
支
部

神

田

常

雄

7 月 31日

D
交
通
事
故
に
よ
る

後
遺
症
に
対
す
る
上
申
書
要
領

被
害
者
の
タ
ッ
テ
ノ
依
頼
に
基
き
、
作
成
し
た
上
申
書
の
内

(そ
の
三
)
を
、
業
務
資
料
の
/
端
に
と
思
い
投
稿
す
る
次
第

東
京
海
上
火
災
保
険
会
社

御
中

被
害
者

頚
椎

化
太
郎

後
遺
症
に
対
す
る
上
申
書

(そ
の
3
)

(類
権
の
化
骨
化
の
病
症
に
就
て
)

診
断
書
に
よ
れ
ば

頚
椎
K
線
検
査
の
結
果
次
の
よ
う
で
あ
る
。

ゆ
C
4
/
5

C
5
/
6
の
変
化

②
C
6
/
7
の
化
骨
化
あ
り

こ
の
場
合
の
C
と
は
、
頚
椎
の
こ
と
を
指
す
符
合
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
Q
@
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

O
A

第
4
第
5
の
頚
権
骨
間
に
変
化
あ
り

②
B

第
6
第
7
の
頸
椎
骨
間
に
変
化
あ
り

③

第
6
第
7
の
類
推
骨
間
に
化
骨
化
あ
り

第
1

頭
権
と
は
何
の
こ
と
か

俗
に
い
う
語釈
の
骨
の
こ
と
で
あ
る
。

頚
部
は
、
人
体
脊
柱
の
中
で
も
っ
と
も
連
動
性
に
富
ん
だ
部

位
で
重
い
頭
部

(約
4
キ
ロ
)
が
乗
っ
て
い
る
た
め
損
傷
を
受

け
や
す
い
。
頭
蓋
と
胸
椎
と
の
間
に
7
個
の
頚
椎
が
存
在
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

第
2
A

頸
椎
7
本
の
内
4
本
も
変
化
と
ば

頚
椎
は
第
1
に
書
い
た
よ
う
に
7
本
の
骨
な
の
に
そ
の
内
4

本
ま
で
変
化
し
た
と
あ
る
。
そ
の
変
化
ぶ
り
は
診
断
書
に
書
い

て
な
い
の
で
判
ら
な
い
が
、
骨
が
変
化
し
た
こ
と
自
体
は
ハ
ッ

キ
リ
し
た
後
遺
症
で
あ
る
。

第
2
B

頚
椎
の
化
骨
化
が
あ
る

化
骨
に
は
生
理
的
の
も
の
と
病
的
の
も
の
と
が
あ
る
。

本
件
は
無
論
病
的
の
も
の
で
あ
る
。
病
的
な
も
の
は
、
病
的

石
灰
沈
着
果
の
二
次
的
変
化
と
し
て
、
と
き
に
観
察
さ
れ
る
の

で
あ
る
(関
西
大
景
山
訳
頚
部
症
候
群
昭
頁
)
÷

頚部
関
節
名

前

屈

後

屈

左

‐

届

右

屈

左

回
地

右

回
地

測
定
部
位

一
一
五
ー
三
一〇
度

三
一五
ー
一
三
〇
度

一
二
五
-
一
三
〇
度

一
二
五
-

-
三
〇
度

七
0
-

七
五
度

七
〇
ー

七
五
度

標

準
･
鏡

度

領

0
度

0
度

0
度

域

一
六
〇
度

㈹

四
○
度

一
一
〇
度

H

二
○
度

一
五
五
度

船

二
五
度

一
六
〇
度

H

三
○
度

三
六
度

H

三
九
度

四
五
度

H

三
〇
度

被
害
者
の
分

差

額

傷
の
た
め
関
節
の
炎
症
反
応
や
前
示
第
2
A
の
頚
権
の
変
化
に

伴
う
力
学
的
障
害
の
た
め
に
、
モ
ッ
ト
モ
被
害
を
受
け
た
第
6

第
7
頚
椎
間
に
軟
骨
細
胞
の
形
成
が
起
っ
た
。
そ
の
軟
骨
細
胞

が
遂
に
化
骨
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
亦
、
あ
き
ら
か
な
後
遺

症
で
あ
る
。

化
骨
化

(余
分
の
骨
)
は
、
神
経
根
を
圧
迫
し
、
そ
の
た
め

診
断
書
に
書
い
て
あ
る
よ
う
に
頑
固
な

｢左
上
肢
の
脱
力
｣
と

｢右
握
力
低
下
し
は
当
然
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
亦
、

頚
椎
の
変
形
の
た
め
診
断
書
に
書
い
て
あ
る
よ
う
な
頚
部
に
対

し
強
度
の
運
動
障
害
も
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
属
す
る
。

第
2
C

化
骨
化
の
進
展
は
?

こ
の
化
骨
化
は
後
に
骨
棘
を
形
成
す
る
に
至
る
も
の
で
あ
る
。

骨
棘
が
形
成
さ
れ
る
と
骨
棘
が
附
近
の
神
経
組
織
に
侵
入
し
た

り
ま
た
侵
害
さ
れ
た
靱
帯
組
織
内
に
炎
症
が
起
き
る
と
き
は
大

変
な
こ
と
に
な
る
。

将
来
そ
の
危
険
性
を
ハ
ラ
ム
後
遺
症
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

一

主
治
医
か
ら
今
の
内
に
用
心
し
て
被
害
者
本
人
に
余
分
の
骨
の

-

-

切
取
り
手
術
を
観
誘
し
た
と
の
由
U
亦
、
変
形
に
対
し
て
は
、

8

‐

変
形
機
械
矯
正
術
を
や
っ
た
が
そ
の
効
を
そ
う
し
な
い
の
で
あ

-

る
。

第
3

結
論
と
し
て

以
上
の
よ
う
に
他
党
的
に
頚
橙
骨
の
変
形
あ
り
、
且
そ
の
間

に
化
骨
化
も
明
白
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
他
覚
的
症
状
か
ら
推
論
す
る
と
き
は
、
揆
李
上
当
然
、

頭
痛
頚
痛
等
の
神
経
症
状
の
存
す
る
こ
と
殊
に
そ
の
頑
固
性
は

痛
因
た
る
顔
椎
の
変
形
は
前
記
の
よ
う
に
変
形
機
械
矯
正
術
を

施
行
し
て
も
効
な
き
点
、
殊
に
第
6
第
7
間
の
類
推
間
の
化
骨

化
の
形
成
は
、
そ
の
頑
固
性
後
遺
症
を
雄
弁
に
物
語
る
も
の
で

も
あ
る
。

　
　

第
4

補

篭

D
ま

え

お

き

診
断
書
と
難
も
、
特
別
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
見
方
考

え
方
の
原
理
は
一
般
の
認
識
の
原
理
に
随
っ
て
、
も
の
の
見

方
考
え
方
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

モ
ノ

(診
断
書
)
の
見
方
考
え
方
は
部
分
と
し
て
観
、
亦

域

被
害
者

右
回
施
左
回
施
に
於
て
は
、
そ
の
差
は
、
驚
く
な

を
全
部
頸
部
殊
に
頭
権
に
移
し
以
て
前
足
を
手
に
変
化
せ
し
め

た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
頸
部
に
は
人
間
に
進
化
し
た
ト
タ
ン
か
ら
負

わ
さ
れ
た

(無
理
=
不
自
然
=
)
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
人
間
の
宿
命
で
も
あ
り
、
頚
部
の
支
点
は
い
わ
ば
当

初
か
ら
加
重
な
の
で
あ
る
。

③

頚
椎
は
人
間
の
頭
の
支
点
と
し
て
の

応
化
は
、
不
完
全
で
あ
る
。

言
葉
で
い
え
ば
、
頚
部
の
前
轡
、
腰
部
の
前
轡
は
、

直
立
し
二
足
歩
行
を
す
る
た
め
の
形
態
の
変
型
、
否
、

形
態
的
適
応
で
も
あ
る
。

(東
大
、
寺
田
助
教
授
骨
学
実
習
16

こ
の
前
費
が
支
点
の
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
要
約
せ
ぱ
、

の
支
点
で
あ
る
、
頚
椎
も
完
全
に
前
足
の
分
ま
で
も
負
担
す

る
に
よ
い
程
応
化
し
て
な
い
の
で
あ
る
。

虎
の
門
病
院
ミ
カ
ナ
ギ
博
士
の
説
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
胎
児

は
、
胎
生
学
的
に
み
て
も
、
ま
だ
四
足
獣
の
位
置
を
脱
し
き
れ

な
い
の
で
あ
る
と
、

(ミ
カ
ナ
ギ
著
外
来
整
形
外
科
鋭
頁
以
下
)

東
大
、
寺
田
教
授
は
、
そ
の
四
足
獣
の
位
置
で
あ
る
胎
児
が

出
産
し
赤
ん
坊
と
な
っ
て
か
ら
頚
椎
が

(首
の
)
す
わ
る
の
は
、

生
後
三
ヶ
月
前
後
で
あ
り
腰
部
が
す
わ
る
の
は
、
ア
ン
ョ
を
初

第57、 58号
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め
る
の
は
満
一
才
以
後
で
あ
る
。

完
全
の
応
化
に
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
は
尚
二
千
年
以
上

を
要
す
る
の
で
あ
ろ
う
1
-し

第
二
顔
の
解
剖
学
構
造

頚
部
損
傷
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
頚
の
構
造
を
あ
る
程
度

知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

｢顯
の
支
持
構
造
｣

頚
の
中
心
部
に
は
七
個
の
頚
権
権
体

(脊
椎
骨
の
本
体
)
と
、

こ
れ
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
二
対
づ
つ
突
き
出
し
て
い
る
関
節
突

起
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
関
節
、
隣
接
す
る
槌
体
の
間
に
あ

っ
て
連
結
器
と
ク
ッ
シ
ョ
ン
の
役
目
を
果
た
し
て
い
る
椎
間
板
、

7
個
の
椎
体
に
よ
り
で
き
た
柱
の
前
後
面
を
、
縦
て
に
走
る
強

い
靱
帯
が
あ
り
、
そ
し
て
椎
体
の
両
側
か
ら
斜
め
う
し
ろ
に
カ

ー
ブ
を
え
が
い
て
い
て
内
側
へ
向
い
、
そ
の
中
に
脊
髄
を
抱
く

形
を
し
て
い
る
椎
弓
が
両
側
の
椎
弓
が
一
つ
に
と
げ
合
っ
て
後

方
に
、
と
び
出
し
て
い
る
棘
突
起
と
と
も
に
、
大
事
な
脊
髄
と
、

こ
れ
か
ら
出
る
神
経
根

(神
経
の
根
モ
ト
)
を
保
護
し
て
い
る
。

さ
ら
に
槌
弓
の
根
部
か
ら
横
に
と
び
だ
し
て
い
る
短
い
横
突

起
に
は
穴
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
槌
体
横
突
起
孔
は
、
縦
に
つ

な
が
っ
て
、
そ
の
中
を
椎
骨
動
脈
が
走
っ
て
い
る
。

(東
大
整

形
外
科
河
端
教
授
著
恐
怖
の
実
態
治
療
と
対
策
範
頁
)

③

所
謂

｢障
害
等
級
学
｣
の
誕
生

後
遺
症
障
害
等
級
認
定
は
医
学
上
の

問
題
か
?
法
律
上
の
問
題
が

昭和46年 7 月31日

こ
の
問
題
は
法
律
上
の
所
謂
後
遺
症
障
聖
罰
吟定
の
問
題
で
あ

り
、
そ
の
認
定
は
自
賠
責
査
定
事
務
所
長
が
行
う
も
の
で
あ
る
。

(京
都
府
立
医
大
諸
富
博
士
説
)

従
っ
て
等
級
の
認
定
は
、
医
師
が
行
な
う
べ
き
も
の
で
な
い
。

換
言
せ
ば
医
師
に
は
法
律
上
に
於
て
は
障
害
認
定
の
権
限
も
な

け
れ
ば
義
務
も
な
い
の
で
あ
る
。

最
近
の
一
部
の
医
師
に
於
て
は
医
師
は
自
賠
責
法
関
係
の
政

令
別
表
は
主
と
し
て
法
学
上
の
見
地
で
別
表
に
基
き
判
定
が
行

な
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
法
学
の
領
域
が
主
で
あ
る
故
、
法

の
は
セ
ン
エ
ツ
と
し
て
、

そ
の
等
級
別
の
記
載
を
し
な
い
医
師
も
い
る
位
で
あ
る
。

(注
)
等
級
を
上
げ
る
こ
と
を
要
求
す
る
患
者
に
対
す
る
防
衛

策
に
も
な
る
の
で
、

医
師
に
は
、
全
然
査
定
権
も
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
患
者

に
理
解
せ
し
め
る
べ
き
で
あ
る
。

患
者
は
何
等
そ
の
等
級
の
記
載
が
診
断
書
上
に
あ
っ
て
も
な

く
て
も
何
等
心
配
す
る
こ
と
は
な
い
。

査
定
事
務
所
に
於
て
査
定
に
あ
た
り
て
は
、
医
師
の
等
級
別

の
意
見
を
何
も
鵜
ノ
ミ
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
亦
そ
れ
を
基

本
と
す
る
も
の
で
も
な
い
単
に
参
考
に
す
る
に
過
ぎ
な
い
も
の

で
あ
る
。

査
定
事
務
所
は
、
そ
の
独
自
(専
門
家
)
の
立
場
で
政
令
鼓

に
一
定
の
査
定
基
準
に
基
き
査
定
す
る
の
で
あ
る
。
問
題
は
事

実

(病
症
)
の
認
定
で
あ
る
。
そ
の
事
実
の
認
定
が
キ
マ
レ
ぱ
、

そ
の
事
実

(病
症
)
に
対
し
等
級
別
の
政
令
を
適
用
す
れ
ば
よ

い
の
で
あ
る
が
、
政
令
の
解
釈
適
用
は
オ
手
ノ
モ
ノ
で
あ
る
が
、

事
実

(病
症
)
の
認
定
に
対
し
て
は
、
コ
ト
高
度
専
門
の
医
学

に
属
す
る
の
で
、
従
来
は
殆
ん
ど
鷆
ノ
ミ
の
状
態
で
あ
っ
た
が

最
近
で
は
医
学
法
学
の
両
領
域
の
隣
接
々
触
領
域
の
深
化
と
、

そ
の
再
結
成
即
ち
新
し
き
統
一
に
よ
っ
て
、
新
し
き
学
問
の
分

野
･
領
域
即
ち

｢障
害
等
級
学
｣
が
誕
生

(独
立
)
し
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
伴
い
認
識
の
道
も
分
折
綜
合
の
一
段
階
ご
と
に

新
た
な
る
認
識
の
道
も
拓
け
高
ま
る
の
で
あ
る
。

弁
護
士
も
裁
判
官
も
、
医
学
を
知
ら
ず
し
て
、
医
学
を
論
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
交
通
事
故
取
扱
い
の
書
士
も
赤
同
様
で

あ
る
。
た
だ
査
定
事
務
所
の
査
定
係
は
、
こ
の
新
し
き
分
野
領

域
に
そ
く
し
て
、
即
ち
法
学
と
医
学
の
接
触
点
に
腰
を
お
ろ
し
、

新
し
き
分
野
を
独
立
の
科
学
と
し
て
研
究
し
そ
の
上
、
上
手
に

査
定
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

編

輯

後

記

6
月
9
日
、

10
日
両
日
に
亘
り
虻
田
町
洞
爺
湖
温
泉
に
於
い

て
開
催
の
北
海
道
行
政
書
士
研
修
会
に
は
、
全
道
各
地
よ
り
多

数
ご
参
集
下
さ
れ
、
交
通
専
門
部
会
の
実
務
及
び
行
政
書
士
法

改
正
に
よ
る
新
法
の
研
讃
に
努
め
さ
れ
ま
し
た
こ
と
は
、
ご
同

慶
の
至
り
で
す
。

就
き
ま
し
て
は
、
こ
の
研
修
会
の
準
備
と
後
整
理
の
た
め
会

報
の
発
行
が
遅
れ
て
誠
に
申
訳
な
く
思
い
ま
す
。
こ
こ
に
野
号
、

58
号
の
合
併
号
を
お
手
元
に
お
届
け
い
た
し
ま
す
の
で
悪
し
か

ら
ず
ご
了
承
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

- lo ･


